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和歌山市告示第３２９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１０月１６日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月１６日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－５６ 宮５６号線 

和歌山市有家１５番２地先 

      ～ 

和歌山市有家２５番９地先 

旧 ４４．７０ １．８０ 

新 ４４．７０ 

２．９７ 

～ 

５．０４ 

（令和７年１０月１６日掲示済） 
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和歌山市告示第３３０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１０月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月２日、同月３日及び同月１１日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月２日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１０月７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１０月１７日掲示済）  



          和歌山市公報（第１８１０号） 令和７年（２０２５年）１１月４日 

 

－5－ 

和歌山市告示第３３１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１０月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び岡公園 令和７年１０月１日、同月３日、同月８日、同

月１０日及び同月１４日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１０月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第３３２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年１０月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年１０月２０日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年７月５日及び同月１１日 令和７年７月１８日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年７月１日及び同月１５日 令和７年７月１８日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場、太田第二公園 

令和７年７月８日、同月９日、同月

１４日及び同月１５日 

令和７年７月１８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年１０月１７日掲示済）  



          和歌山市公報（第１８１０号） 令和７年（２０２５年）１１月４日 

 

－7－ 

和歌山市告示第３３３号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和７年１０月２０日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

（別紙省略） 

（令和７年１０月２０日掲示済） 

 

 

 

年度 期別 種別 備考 

令和７年度 

 

  第２期 

  第３期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和７年１０月３１日に

変更する。 
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和歌山市告示第３３４号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和７年１０月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和７年１０月２４日掲示済）  
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和歌山市告示第３３５号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和７年１０月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和７年１１月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年１０月２４日掲示済） 
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和歌山市告示第３３６号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和７年１０月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第５期の納期は、 

令和７年１１月４日に変更する。 

令和６年度 

 

介護保険料納入通知書（特別徴収）  

（別紙省略） 

（令和７年１０月２４日掲示済） 
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和歌山市告示第３３７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

 令和７年１０月２７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

１１－２５７ 宮２５７号線 
和歌山市有家  
和歌山市有家 

 

１１－２５８ 宮２５８号線 
和歌山市有家  
和歌山市津秦 

 

１１－２５９ 宮２５９号線 
和歌山市有家 

和歌山市有家 

 

 

１１－２６０ 宮２６０号線 
和歌山市有家  
和歌山市有家 

 

１１－２６１ 宮２６１号線 
和歌山市津秦  
和歌山市津秦 

 

１１－２６２ 宮２６２号線 
和歌山市有家  
和歌山市有家 

 

２１－２２１ 木本２２１号線 
和歌山市木ノ本 

和歌山市木ノ本 

 

２１－２２２ 木本２２２号線 
和歌山市木ノ本 

和歌山市木ノ本 

 

２１－２２３ 木本２２３線 
和歌山市木ノ本 

和歌山市木ノ本 

 

２４－１８４ 岩橋鳴神線 
和歌山市岩橋 

 

和歌山市鳴神 

２７－１０５ 和佐１０５号線 
和歌山市布施屋  

和歌山市布施屋 

２８－２５７ 安原２５７号線 
和歌山市吉原  

和歌山市吉原 

２９－１０３ 西山東１０３号線 
和歌山市吉礼  

和歌山市吉礼 

２９－１０４ 西山東１０４号線 
和歌山市吉礼  

和歌山市吉礼 

２９－１０５ 西山東１０５号線 
和歌山市吉礼  

和歌山市吉礼 

２９－１０６ 西山東１０６号線 
和歌山市吉礼  

和歌山市吉礼 

３４－２２９ 小倉２２９号線 
和歌山市新庄  

和歌山市新庄 

３４－２３０ 小倉２３０号線 
和歌山市新庄  

和歌山市新庄 

３４－２３１ 小倉２３１号線 
和歌山市新庄  

和歌山市新庄 

（令和７年１０月２７日掲示済）
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和歌山市告示第３３８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和７年 

１０月２７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月２７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１１－２５７ 宮２５７号線 

和歌山市有家２４番１地先 

     ～ 

和歌山市有家２５番５地先 

 ４．００ 

４８．３ ～ 

 ６．００ 

１１－２５８ 宮２５８号線 

和歌山市有家２５番９地先 

     ～ 

和歌山市津秦５８番５地先 

  

２３７．４ ６．００ 

  

１１－２５９ 宮２５９号線 

和歌山市有家１５番３地先   

     ～ ２０．２ ６．００ 

和歌山市有家１６番１地先   

１１－２６０ 宮２６０号線 

和歌山市有家３２番１地先 

     ～ 

和歌山市有家１５番７地先 

  

１８．２ ６．００ 

  

１１－２６１ 宮２６１号線 

和歌山市津秦５８番７地先   

     ～ １７．２ ６．００ 

和歌山市津秦６２番１地先   

１１－２６２ 宮２６２号線 

和歌山市有家６番１８地先   

     ～ ３０．２  ６．００ 

和歌山市有家６番１６地先    

２１－２２１ 木本２２１号線 

和歌山市木ノ本２４１番６地先   

     ～ １０４．２ ６．００ 

和歌山市木ノ本２４１番１８地先   

２１－２２２ 木本２２２号線 

和歌山市木ノ本２４１番１２地先   

     ～ ３６．３ ６．００ 

和歌山市木ノ本２４２番４地先   

２１－２２３ 木本２２３号線 

和歌山市木ノ本２４１番１５地先       

     ～ ４６．３ ６．００ 

和歌山市木ノ本２４１番１８地先   

２７－１０５ 和佐１０５号線 

和歌山市布施屋５番１３地先   

     ～ ６９．５ ６．００ 

和歌山市布施屋５番１７地先   

２８－２５７ 安原２５７号線 

和歌山市吉原１２１２番７地先   

     ～ ４５．２ ６．００ 

和歌山市吉原１２１２番５地先   

２９－１０３ 西山東１０３号線 

和歌山市吉礼６６６番６地先  ４．２０ 

     ～ １２１．８ ～ 

和歌山市吉礼６６６番２１地先  ５．００ 

２９－１０４ 西山東１０４号線 

和歌山市吉礼６６６番８地先   

     ～ ３６．２ ６．００ 

和歌山市吉礼６６６番１４地先   
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２９－１０５ 西山東１０５号線 

和歌山市吉礼６６６番９地先   

     ～ ３６．８ ５．００ 

和歌山市吉礼６６６番１８地先   

２９－１０６ 西山東１０６号線 

和歌山市吉礼６７６番３３地先   

     ～ ５４．７ ６．００ 

和歌山市吉礼６７６番２６地先   

３４－２２９ 小倉２２９号線 

和歌山市新庄４８３番１８地先  ６．００ 

     ～ ９１．０ ～ 

和歌山市新庄５００番１２地先  ６．２０ 

３４－２３０ 小倉２３０号線 

和歌山市新庄４９７番１０地先   

     ～ ４０．４ ６．００ 

和歌山市新庄４９７番３地先   

３４－２３１ 小倉２３１号線 

和歌山市新庄４９７番９地先   

     ～ ８０．２ ６．００ 

和歌山市新庄５００番１２地先   

（令和７年１０月２７日掲示済） 
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和歌山市告示第３３９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更 

する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月２７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 

旧

新

別 

路線名 
起点 

終点  
備考 

２９－９９ 

旧 西山東９９号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市吉礼 
 

新 西山東９９号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市吉礼 
終点の変更 

（令和７年１０月２７日掲示済）
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和歌山市告示第３４０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１０月２７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月２７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２９－９９ 

旧 西山東９９号線 
和歌山市吉礼７４７番１６地先 

和歌山市吉礼７４７番１９地先 
１５．０ 

５．９０ 

～ 

 ６．００ 

新 西山東９９号線 
和歌山市吉礼７４７番１６地先 

和歌山市吉礼６７６番２０地先 
２６２．１ 

４．２０ 

～ 

７．５０ 

（令和７年１０月２７日掲示済） 
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和歌山市告示第３４１号 

 交付要求通知書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例（

昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき交付要求通知書は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。                 

  令和７年１０月３０日                     

和歌山市長 尾 花 正 啓 

（登載省略）                                   

  （令和７年１０月３０日掲示済） 
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和歌山市告示第３４２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和７年１０月３０日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和７年度 

 

随時５期 

第１期 

第２期 

第３期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和７年１１月１０日に変更す

る。 

（別紙省略） 

 

（令和７年１０月３０日掲示済）
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和歌山市告示第３４４号 

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税（種別割

）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市

税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和７年１０月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（別紙省略） 

（令和７年１０月３１日掲示済）
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和歌山市告示第３４５号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達が

できないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用す

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

  令和７年１０月３１日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

年 度 種    別 備      考 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和７年１１月２５日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和７年１１月２５日に変更する 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年１１月２５日に変更する 

令和７年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年１１月２５日に変更する 

 

（別紙省略） 

（令和７年１０月３１日掲示済） 
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和歌山市告示第３４６号 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定に基づき、指定納付

受託者を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

    令和７年１１月４日 

                                        

 和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

（１）東京都千代田区丸の内１－８－３ 丸の内トラストタワー本館２０階 

   株式会社ピアトゥー 

２ 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類 

  元気わかやま市応援寄附金 

３ 指定をした日 

  令和７年１１月４日 

４ 指定の期間 

  令和７年１１月４日から令和８年３月３１日まで 

 

（令和７年１１月４日掲示済）
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公   告 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条

第１項の規定により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定にお

いて準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に

供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することがで

きる。 

令和７年１０月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画生産緑地地区の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市松島字中新田、松江字山下、松江東４丁目 の各一部 

   

  削除する部分 

   和歌山市西浜３丁目 の一部 

  

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

 

４ 縦覧期間 

 令和７年１０月２７日（月）から１１月１０日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。

） 

 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和７年１０月２７日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第

３項の規定に基づき公告する。 

 

  令和７年１０月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市神前字千本４９８番、４９９番、

５００番１、５００番２、５００番３、５

０１番１、里道、水路 

和歌山市橋向丁３２番地 

株式会社あかりホーム 

代表取締役 木村 亘 

（令和７年１０月３０日掲示済） 
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公 告 

和歌山市北島・松江の各一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）による地籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公

告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和７年１１月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和７年１１月４日から１１月２５日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 和歌山市役所野崎連絡所（和歌山市野崎１９４－１）及び和歌山市役所地籍調

査課（和歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、そ

の旨の申出をすることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、和歌山市役所野崎連絡所においては令和７年１１月４日から同月１１日までの間

（１１月９日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所地籍調査

課においては令和７年１１月１２日から同月２５日までの間（１１月１５日、同月１６日、

同月２２日、同月２３日、同月２４日を除く。）、午前９時から午後５時までとする。

 

（令和７年１１月４日掲示済）
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和歌山市選挙管理委員会告示第５５号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１０月２７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和７年１１月４日（火）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 在外選挙人名簿から抹消するについて 

 

 

 

                       （令和７年１０月２７日掲示済） 
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和歌山市教育委員会告示第１３号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年１１月４日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和７年１１月６日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和７年１２月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

（２）学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び和歌山市職員給与条例の一部改正について 

（３）和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正について 

（４）和歌山市立幼稚園教頭候補者選考検査実施について 

（５）その他

（令和７年１１月４日掲示済） 
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令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜を実施するので公告する｡ 

  令和７年１０月２０日 

                                     和歌山市教育委員会 

                                     教育長 阿形 博司 

 

令和８年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項 

１ 課程、学科及び学科定員 

（１）全日制課程 総合ビジネス科 １６０名、デザイン表現科 ４０名、普通科 ６０名 

（２）定時制課程 ビジネス実践科 ４０名、ビジネス情報科 ４０名 

２ 一般選抜 

（１）募集定員 

   学科定員に同じ。（ただし、総合ビジネス科の募集定員はスポーツ推薦の１５名程度を含む。） 

（２）出願受付期間 

  ア 一般出願 

令和８年２月１６日（月）  午前９時から正午まで 

  イ 本 出 願 

令和８年２月２５日（水）  午前９時から午後４時まで 

令和８年２月２６日（木）  午前９時から午後３時まで 

    （一般出願を行ったものは、本出願で１回に限り志願先を変更することができる。） 

（３）出願受付場所 

和歌山市立和歌山高等学校（ただし、一般出願は和歌山県電子申請サービスで受け付ける。） 

（４）検査日時 

   学力検査     令和８年３月１０日（火） 午前９時から 

   実技検査等    令和８年３月１１日（水） 午前９時から 

（５）実施場所 

   和歌山市立和歌山高等学校 

（６）検査内容等 

  ア 全日制の課程  

総合ビジネス科 学力検査 

デザイン表現科 学力検査、実技（簡単な素描） 

普通科     学力検査 

  イ 定時制の課程  

ビジネス実践科 学力検査 

ビジネス情報科 学力検査 

  ウ 定時制課程において満２０歳以上特別措置を実施する。 

（７）学力検査教科と配点 

ア 国語、社会、数学、理科及び外国語（英語・リスニングテストを含む。）各５０分 

イ 配点 各教科１００点満点とする（５００点満点）。 

（８）傾斜評価 

  デザイン表現科 美術の評定を２倍する。 

（９）合格者の発表場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（１０）合格者の発表日時 

  令和８年３月１８日（水）午前１０時 

３ スポーツ推薦 

（１）学科、募集人数等 

ア 総合ビジネス科において実施 

イ 硬式野球（男子）１０名程度、 



          和歌山市公報（第１８１０号） 令和７年（２０２５年）１１月４日 

 

－27－ 

ソフトボール（女子）とバスケットボール（女子）の２種目合わせて５名程度 

（２）出願受付期間及び場所 

一般選抜に同じ（ただし、本出願での志願先の変更はできない。）。 

（３）検査日時及び場所 

一般選抜に同じ。 

（４）検査内容 

  学力検査、面接（集団面接）及びスポーツ実技を実施する。 

  スポーツ実技検査内容 

競技スポーツ名 共通実技 種目別実技 

硬式野球 

（男子） 

① 反復横とび 

 

② ハンドボール投げ 

① 捕球 

② ティーバッティング 

③ ベースランニング 

（雨天時は体育館にて①とティーバッティング（バドミン

トン用シャトル使用）、塁間走（27.43ｍ）を実施） 

ソフトボール 

（女子） 

① キャッチボール 

② ロングティー 

③ ピッチングまたは捕球・返球 

（雨天時は体育館にて①②③を実施） 

バスケットボール

（女子） 

① 対面パス 

② ドリブルシュート 

③ シュート（５か所） 

（５）学力検査教科及び配点 

  一般選抜に同じ。 

（６）傾斜評価 

  保健体育の評定を２倍する。 

（７）合格者の発表場所及び日時 

  一般選抜に同じ。 

４ 追募集 

（１）学科及び募集人数 

合格者が募集定員に満たない学科で実施する。 

（２）出願受付期間 

令和８年３月２４日（火）午前９時から午後４時まで 

（３）出願受付場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（４）検査日時 

令和８年３月２６日（木）午前９時から 

（５）実施場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（６）検査内容等 

  ア 学力検査 

   総合問題（６０分、１００点満点） 

 イ 面接（個人面接） 

学力検査終了後実施 

（７）合格者の発表場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（８）合格者の発表日時 

令和８年３月３０日（月）午前１０時 

５ 問い合わせ先 
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  〒６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地  

            和歌山市教育委員会学校教育部学校教育課 

            電話番号 ０７３（４３５）１１９６ 

（令和７年１０月２０日掲示済） 



          和歌山市公報（第１８１０号） 令和７年（２０２５年）１１月４日 

 

－29－ 

和歌山市企業局告示第３６号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局下水道部下水道企画建設課において一般の縦覧

に供する。 

   令和７年１０月１７日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和７年１１月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

  ア 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

手平３丁目、西小二里１丁目、西小二里２丁目、布引、秋月、湊御殿２丁目、三葛の各一部 

イ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

加太、西庄、木ノ本、松江北２丁目、松江中２丁目、梅原の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 西小二里１丁目、西小二里２丁目、布引、秋月、湊御殿２丁目、加太、西庄、木ノ本、松江

北２丁目、松江中２丁目、梅原、三葛の各一部 

合流式 手平３丁目の一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和７年１１月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

  ア 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  イ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和７年１０月１７日掲示済）  

 


